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我が国の国際税務は、昭和28年の外国税額控除制度から始まり、昭和30年の日米租税条

約締結、昭和53年の外国子会社合算税制（タックス･ヘイブン対策税制）、昭和61年の移転

価格税制、平成４年の過小資本税制まで国内税法として整備され、以後制度の見直し等が

続いている。 

近時は、日本企業の海外進出やクロスボーダー取引に関して重い課税処分を受けるとい

う事例が目立っている。国家公務員の採用枠が抑制されている中で、国税当局に対しては

国際税務に対応するため、特にこの部門での人員配置と定員増が認められ、海外取引に対

する監視強化が行われている。課税権は各国の固有の権利であるため、その課税権をめぐ

って国家間での国際税務の分野における紛争が一段と増加している状況である。 

従来は、国際税務に関する研究といえば、制度の適用や解釈に関する面が重視され、実

務面では制度の普及とその運用に関心が深まっていたのも事実である。 

本書は、国際税務、とりわけその中で二国間での取引に適用される移転価格税制に注目

し、この税制が適用される結果としての紛争解決について博士論文としてまとめたものを

加筆訂正して発刊されたものである。 

本書は、国際税務の中で最近関心が高まっている移転価格税制に焦点を当てたもので、

その内容は移転価格税制の解釈･適用によって生じる課税紛争の事後的処理と予防的解決

について検討がなされている。課税紛争は、納税者の権利救済措置として司法的手続の中

で進められるが、解決までの時間は通常の場合、予測は不可能で数年かかることもあり、

その間のコストは多額に昇り企業規模が相当な規模でなければ訴訟費用を賄うことはでき

ない。 

本書は、４部13章で構成されており、第１部では移転価格税制の概要と問題との表題で、

第２部以下で検討される移転価格の課題を中心に記述されている。第２部では移転価格税

制が適用された場合の紛争解決との表題で、我が国の紛争解決の方法や諸外国で採用され

ている仲裁などが紹介されている。第３部ではOECD･国連加盟国の紛争解決への取組みとの

表題で、各国の紛争解決への取組みの状況が解説されている。第４部では、紛争解決にお

ける国際的な課税秩序の確立という表題で、共通ルールの確立について検討することの重

要性について論じている。 



本書は、移転価格課税リスクの回避についての模索と二重課税の防止が主眼であり、紛

争解決の手段は各国での税制上の差異もあり困難が見受けられるが、今後も増加が見込ま

れる移転価格税制の紛争解決に正面から取り組んだものであり、公認会計士実務に資する

と思われ、紛争解決の整備の必要性を訴えていることが高く評価された。 

以上のことから、協会学術賞に値するものとして選定した。 


